
日本赤十字広島看護大学保護者の会規約 

 

  （名称） 

第１条 本会は、日本赤十字広島看護大学保護者の会と称し、事務局を日本赤十字広島看護

大学（以下「大学」という。）事務局内に置く。 

  （目的） 

第２条 本会は、大学と会員（父母等）との連携を密にし、学生の課外活動や学生生活等を支援

することにより大学の発展に寄与することを目的とする。 

  （事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 学生の課外活動育成のための援助 

（２） 学生の学園生活向上のための援助 

（３） その他本会の目的を達成するための援助 

  （会員） 

第４条 本会は、大学に在籍する学生の父母又はこれに代わる者を会員として組織する。 

  （役員） 

第５条 本会に次の役員を置く。 

    （１） 会    長    １名 

    （２） 副 会 長    ２名 

    （３） 理    事    若干名 

    （４） 監    事    ２名 

  （役員の選出） 

第６条 前条の役員は会員から選出する。 

     ２ 会長、副会長は理事の互選による。 

  （役員の任務） 

第７条 会長は、本会を代表し、会務を統括するとともに会議を招集し、その議長となる。 

     ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時又は会長が欠けたときは、会長があらかじ

め指名した副会長が、その職務を代行する。 

     ３ 理事は、役員会の議を経て会務を執行する。 

     ４ 監事は、会務及び会計を監査する。 

  （役員の任期） 

第８条 役員の任期は 1 年とする。ただし、再任を妨げない。 

     ２ 役員に欠員が生じたときは、必要に応じて役員会の承認を得て役員を補充する。 

     ３ 前項により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 



  （役員会） 

第９条 役員会は、第５条に規定する役員をもって組織し、本会の運営その他必要事項を審議す

る。 

   （役員会の定足数等） 

第１０条   役員会は、役員の２分の１以上の出席をもって成立し、その議決は、出席役員の２分

の１以上の賛成によって決定する。 

       ２ 可否同数のときは、議長の決するところによる。 

   （総会） 

第１１条   定期総会は、毎年１回、年度当初に開催する。 

２ 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催するものとする。ただし、役員会をもって

これに代えることができる。 

   （総会の議決事項） 

第１２条   総会は、次に掲げる事項を議決する。 

（１）予算案の審議 

    （２）決算の承認 

（３）規約の改廃 

（４）その他会長が必要と認めた事項 

    ２ 総会の議決は、出席会員の２分の１以上の賛成によって決定する。 

（顧問） 

第１３条   本会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、役員会の議を経て会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長の諮問に応ずる。 

     （会費） 

第１４条   本会の目的の達成及び運営に要する経費は、会員の会費、その他の収入金をもって

充てる。 

２ 会員の会費は、次に掲げるとおりとする。 

     年会費     １５，０００ 円 

３ 学生の退学等に関する取扱いについては、別に定める。 

     （会計年度） 

第１５条  本会の会計年度は、毎年４月に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

     （雑則） 

第１６条   この規則に定めるものの他、本会に関し必要な事項は、役員会が別に定める。 

 

     附則 

 この規約は、平成 13 年７月２０日から施行し、平成１３年 4 月１日から適用する。 


